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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第４区分
【発行日】令和1年8月29日(2019.8.29)

【公開番号】特開2018-33244(P2018-33244A)
【公開日】平成30年3月1日(2018.3.1)
【年通号数】公開・登録公報2018-008
【出願番号】特願2016-164062(P2016-164062)
【国際特許分類】
   Ｈ０２Ｊ   7/02     (2016.01)
   Ｇ０６Ｆ   1/26     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０２Ｊ    7/02     　　　Ｕ
   Ｇ０６Ｆ    1/26     　　　Ｚ
   Ｇ０６Ｆ    1/26     　　　Ｆ

【手続補正書】
【提出日】令和1年7月18日(2019.7.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部機器と接続し、前記外部機器から供給される電力を用いて二次電池の充電が可能な
電子機器であって、
　前記外部機器が所定の給電能力を有するか否かを判定する判定手段と、
　前記外部機器が前記所定の給電能力を有すると判定された場合に、所定の電流値で前記
外部機器から電力を受領し、前記二次電池を充電する充電制御手段と、
　前記外部機器が前記所定の給電能力を有するか否かが判定される前に、第１の通知パタ
ーンでユーザに充電状態を通知し、前記外部機器が前記所定の給電能力を有すると判定さ
れた後に、前記第１の通知パターンと異なる通知パターンでユーザに充電状態を通知する
通知手段と、を備えることを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記第１の通知パターンは、前記電子機器が前記外部機器と接続していない場合の前記
通知手段の通知パターンと異なることを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記充電制御手段は、前記外部機器が所定の給電能力を有するか否かが判定される前に
、前記所定の電流値よりも低い第１電流値で前記外部機器から電力を受領し、前記二次電
池を充電することを特徴とする請求項１または２に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記通知手段は、前記第１電流値で前記外部機器から電力を受領し、前記二次電池の充
電を開始したことに応じて、前記第１の通知パターンで、ユーザに充電状態を通知するこ
とを特徴とする請求項３に記載の電子機器。
【請求項５】
　前記判定手段は、前記二次電池の電圧が所定の電圧以上である場合に、前記外部機器が
前記所定の給電能力を有するか否かを判定することを特徴とする請求項１乃至４のいずれ
か１項に記載の電子機器。
【請求項６】
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　前記外部機器が所定の給電能力を有しないと判定された場合、前記充電制御手段は、前
記第１電流値以下の第２電流値で、前記外部機器から電力を受領して前記二次電池を充電
し、前記通知手段は、第３の通知パターンでユーザに充電状態を通知することを特徴とす
る請求項３または４に記載の電子機器。
【請求項７】
　前記第２電流値は、前記第１電流値と等しいことを特徴とする請求項６に記載の電子機
器。
【請求項８】
　前記外部機器が所定の給電能力を有しないと判定された場合、前記充電制御手段は、前
記二次電池を充電しないことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の電子機
器。
【請求項９】
　前記判定手段は、
　前記外部機器が所定のＵＳＢ規格に対応しているかを論理的に検出する論理検出手段と
、
　前記論理検出手段が、前記外部機器が前記所定のＵＳＢ規格に対応していないと判定し
た場合に、前記外部機器と通信して前記外部機器が有する給電能力を判定する通信判定手
段と、を備え、
　前記論理検出手段が、前記外部機器が前記所定のＵＳＢ規格に対応していることを検出
した場合、前記充電制御手段は、前記所定のＵＳＢ規格に対応する第３電流値で前記外部
機器から電力を受容して前記二次電池を充電し、前記通知手段は、第２の通知パターンで
、ユーザに充電状態を通知し、
　前記通信判定手段が、前記外部機器と通信して、前記外部機器が有する給電能力を判定
したことに応じて、前記充電制御手段は、判定された前記外部機器の有する給電能力に応
じた第４電流値で前記外部機器から電力を受容して前記二次電池を充電し、前記通知手段
は、第３の通知パターンで、ユーザに充電状態を通知する、ことを特徴とする請求項１乃
至８のいずれか１項に記載の電子機器。
【請求項１０】
　前記二次電池が認証電池であるか否かを判定する第２判定手段を備え、
　前記二次電池が前記認証電池でない場合、前記通知手段は、第４の通知パターンでユー
ザに充電状態を通知することを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項１１】
　前記判定手段は、前記外部機器がＵＳＢ２．０、ＵＳＢ３．０、ＵＳＢ３．１、ＵＳＢ
　Ｂａｔｔｅｒｙ　Ｃｈａｒｇｉｎｇ、ＵＳＢ　Ｐｏｗｅｒ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ、および
ＵＳＢ　Ｔｙｐｅ－Ｃを含むＵＳＢ規格のいずれかに対応している場合、前記外部機器が
前記所定の給電能力に対応していると判定することを特徴とする請求項１乃至１０のいず
れか１項に記載の電子機器。
【請求項１２】
　前記充電制御手段は、前記外部機器が対応するＵＳＢ規格に応じた電流値で、前記外部
機器から電力を受領することを特徴とする請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の電子
機器。
【請求項１３】
　外部機器と接続し、前記外部機器から供給される電力を用いて二次電池の充電が可能な
電子機器の制御方法であって、
　前記外部機器が所定の給電能力を有するか否かを判定する判定工程と、
　前記外部機器が前記所定の給電能力を有すると判定された場合に、所定の電流値で前記
外部機器から電力を受領し、前記二次電池を充電する充電制御工程と、
　前記外部機器が前記所定の給電能力を有するか否かが判定される前に、第１の通知パタ
ーンでユーザに充電状態を通知し、前記外部機器が前記所定の給電能力を有すると判定さ
れた後に、前記第１の通知パターンと異なる通知パターンでユーザに充電状態を通知する



(3) JP 2018-33244 A5 2019.8.29

通知工程と、を備えることを特徴とする電子機器の制御方法。
【請求項１４】
　前記第１の通知パターンは、前記電子機器が前記外部機器と接続していない場合の前記
通知工程の通知パターンと異なることを特徴とする請求項１３に記載の電子機器の制御方
法。
【請求項１５】
　前記充電制御工程は、前記外部機器が所定の給電能力を有するか否かが判定される前に
、前記所定の電流値よりも低い第１電流値で前記外部機器から電力を受領し、前記二次電
池を充電することを特徴とする請求項１３または１４に記載の電子機器の制御方法。
【請求項１６】
　前記通知工程は、前記第１電流値で前記外部機器から電力を受領し、前記二次電池の充
電を開始したことに応じて、前記第１の通知パターンで、ユーザに充電状態を通知するこ
とを特徴とする請求項１５に記載の電子機器の制御方法。
【請求項１７】
　前記判定工程は、前記二次電池の電圧が所定の電圧以上である場合に、前記外部機器が
前記所定の給電能力を有するか否かを判定することを特徴とする請求項１３乃至１６のい
ずれか１項に記載の電子機器の制御方法。
【請求項１８】
　前記外部機器が所定の給電能力を有しないと判定された場合、前記充電制御工程は、前
記第１電流値以下の第２電流値で、前記外部機器から電力を受領して前記二次電池を充電
し、前記通知工程は、第３の通知パターンでユーザに充電状態を通知することを特徴とす
る請求項１５または１６に記載の電子機器の制御方法。
【請求項１９】
　前記第２電流値は、前記第１電流値と等しいことを特徴とする請求項１８に記載の電子
機器の制御方法。
【請求項２０】
　前記外部機器が所定の給電能力を有しないと判定された場合、前記充電制御工程は、前
記二次電池を充電しないことを特徴とする請求項１３乃至１７のいずれか１項に記載の電
子機器の制御方法。
【請求項２１】
　前記判定工程は、
　前記外部機器が所定のＵＳＢ規格に対応しているかを論理的に検出する論理検出工程と
、
　前記論理検出工程により前記外部機器が前記所定のＵＳＢ規格に対応していないと判定
された場合に、前記外部機器と通信して前記外部機器が有する給電能力を判定する通信判
定工程と、を備え、
　前記論理検出工程が、前記外部機器が前記所定のＵＳＢ規格に対応していることを検出
した場合、前記充電制御工程は、前記所定のＵＳＢ規格に対応する第３電流値で前記外部
機器から電力を受容して前記二次電池を充電し、前記通知工程は、第２の通知パターンで
、ユーザに充電状態を通知し、
　前記通信判定工程が、前記外部機器と通信して、前記外部機器が有する給電能力を判定
したことに応じて、前記充電制御工程は、判定された前記外部機器の有する給電能力に応
じた第４電流値で前記外部機器から電力を受容して前記二次電池を充電し、前記通知工程
は、第３の通知パターンで、ユーザに充電状態を通知する、ことを特徴とする請求項１３
乃至２０のいずれか１項に記載の電子機器の制御方法。
【請求項２２】
　前記二次電池が認証電池であるか否かを判定する第２判定工程を備え、
　前記二次電池が前記認証電池でない場合、前記通知工程は、第４の通知パターンでユー
ザに充電状態を通知することを特徴とする請求項１３に記載の電子機器の制御方法。
【請求項２３】
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　前記判定工程は、前記外部機器がＵＳＢ２．０、ＵＳＢ３．０、ＵＳＢ３．１、ＵＳＢ
　Ｂａｔｔｅｒｙ　Ｃｈａｒｇｉｎｇ、ＵＳＢ　Ｐｏｗｅｒ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ、および
ＵＳＢ　Ｔｙｐｅ－Ｃを含むＵＳＢ規格のいずれかに対応している場合、前記外部機器が
前記所定の給電能力に対応していると判定することを特徴とする請求項１３乃至２２のい
ずれか１項に記載の電子機器の制御方法。
【請求項２４】
　前記充電制御工程は、前記外部機器が対応するＵＳＢ規格に応じた電流値で、前記外部
機器から電力を受領することを特徴とする請求項１３乃至２３のいずれか１項に記載の電
子機器の制御方法。
【請求項２５】
　コンピュータを、請求項１乃至１２のいずれか１項に記載された電子機器の各手段とし
て機能させるためのプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００３】
　電子機器の更なる供給電力上昇の要求に応え、ＵＳＢ３．０、ＵＳＢ　ＢＣ（Ｂａｔｔ
ｅｒｙ　Ｃｈａｒｇｉｎｇ）、ＵＳＢ　ＰＤ（Ｐｏｗｅｒ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ）などの規
格策定によって２．５Ｗ超の電力を利用することが可能になってきている。これらの規格
によれば、電子機器は、接続されている外部機器から得ることのできる電力と電流を、信
号線の電圧、信号線を介した通信および／またはＶＢＵＳラインを介した通信などによっ
て論理的に判定する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　上記課題を解決するための、本発明の一態様による電子機器は以下の構成を備える。す
なわち、
　外部機器と接続し、前記外部機器から供給される電力を用いて二次電池の充電が可能な
電子機器であって、
　前記外部機器が所定の給電能力を有するか否かを判定する判定手段と、
　前記外部機器が前記所定の給電能力を有すると判定された場合に、所定の電流値で前記
外部機器から電力を受領し、前記二次電池を充電する充電制御手段と、
　前記外部機器が前記所定の給電能力を有するか否かが判定される前に、第１の通知パタ
ーンでユーザに充電状態を通知し、前記外部機器が前記所定の給電能力を有すると判定さ
れた後に、前記第１の通知パターンと異なる通知パターンでユーザに充電状態を通知する
通知手段と、を備える。
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